
第３８２回宮城県議会（定例会）追加提出予定議案一覧

Ⅰ 予算議案（１５件）

（１） 議第 62 号議案

（２） 議第 63 号議案

（３） 議第 64 号議案

（４） 議第 65 号議案

（５） 議第 66 号議案

（６） 議第 67 号議案

（７） 議第 68 号議案

（８） 議第 69 号議案

（９） 議第 70 号議案

（10） 議第 71 号議案

（11） 議第 72 号議案

（12） 議第 73 号議案

（13） 議第 74 号議案

（14） 議第 75 号議案

（15） 議第 76 号議案

宮 城 県 一 般 会 計 補 正 予 算                     令 和３年度 

宮 城 県 公 債 費 特 別 会 計 補 正 予 算                     令 和３年度 

 宮城県母子父子寡婦福祉資金特別会計補正予算              令 和３年度 

 宮城県国民健康保険特別会計補正予算                     令 和３年度 

宮城県中小企業高度化資金特別会計補正予算                     令 和３年度 

 宮城県農業改良資金特別会計補正予算                     令 和３年度 

宮城県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算                     令 和３年度 

宮城県林業・木材産業改善資金特別会計補正予算 令 和３年度 

宮 城 県 県 有 林 特 別 会 計 補 正 予 算                     令 和３年度 

宮 城 県 土 地 取 得 特 別 会 計 補 正 予 算                     令 和３年度 

宮城県港湾整備事業特別会計補正予算                     令 和３年度 

宮城県水道用水供給事業会計補正予算                     令 和３年度 

宮 城 県 工 業 用 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算                     令 和３年度 

令 和３年度 宮 城 県 地 域 整 備 事 業 会 計 補 正 予 算                     

宮 城 県 流 域 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算                     令 和３年度 



Ⅱ 予算外議案（２３件）

１ 条例議案（８件）

（１） 議第 77 号議案

 

 

次 世 代 育 成 ・ 応 援 基 金 条 例 

○主な内容

基金の設置目的・管理・処分等

東日本大震災復興交付金基金条例の一部を改正する条例 (２)  議第 78 号議案 

○主な内容

失効期日を令和６年３月３１日（改正前令和４年１２月３１日）ま

で延長 

 子ども・子育て支援及び若者の職業生活における活躍の推進

を図るため，次世代育成・応援基金を設置しようとするもの 

施行 公布の日 

所管 総合政策課

 東日本大震災復興交付金を充てて行う事業又は事務の実施を

継続するため，失効期日を延長しようとするもの 

施行 公布の日 

所管 財政課



（３） 議第 79 号議案

（４） 議第 80 号議案

 

後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を改正する条 

例 

○主な内容

引用条項の移動等

緊急雇用創出事業臨時特例基金条例の一部を改正する条 

例 

○主な内容

失効期日を令和９年３月３１日（改正前令和８年３月３１日）まで

延長 

 東日本大震災からの復興に向けた安定的な雇用機会の創出を

図るための事業を継続するため，失効期日を延長しようとする

もの

施行 公布の日

所管 雇用対策課

 高齢者の医療の確保に関する法律の改正等に伴い，所要の改

正を行おうとするもの

施行 公布の日

所管 国保医療課



（５） 議第 81 号議案

（６） 議第 82 号議案

森林整備地域活動支援基金条例の一部を改正する条例 

○主な内容

失効期日の規定を削除

道 路 占 用 料 等 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

○主な内容

防災拠点自動車駐車場に設ける備蓄倉庫，非常用電気等供給施設等

の占用料の新設 

 森林の適正な整備を通じて森林の有する多面的機能の確保を

図るための事業を継続するため，所要の改正を行おうとするも

の 

施行 公布の日

所管 林業振興課

道路法施行令の改正に準じ，所要の改正を行おうとするもの

施行 公布の日

所管 道路課



（７） 議第 83 号議案 高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

に基づく移動等円滑化のために必要な道路の構造に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例 

○主な内容

１ 自転車歩行者専用道路及び歩行者専用道路に係るバリアフリー

基準の追加 

２ 旅客特定車両停留施設に係るバリアフリー基準の追加 

建 築 基 準 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 (８)  議第 84 号議案 

○主な内容

東日本大震災により滅失した建築物等に代わる建築物等の新築等に

係る建築確認申請等の手数料の減免期間を令和４年度末まで延長 

 東日本大震災により被害を受けた者に係る建築確認申請等の

手数料の減免期間を延長するため，所要の改正を行おうとする

もの 

施行 公布の日

所管 建築宅地課

 移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定め

る省令の改正に準じ，所要の改正を行おうとするもの

施行 公布の日

所管 道路課



２ 条例外議案（１５件） 

（１） 議第 85 号議案

(２)  議第 86 号議案�

○議 決 日あ平成２９年１２月１４日あ議第２３４号議案

○変 更 日あ令和３年３月１９日あ議第１１５号議案

○変更の理由あ施工内容の変更による委託金額の変更

工事委託契約の締結について（一般国道３４７号漆沢道

路改築工事） 

委 託 金 額●2,870,452,200円 

契約の相手方●国 

●所管あ道路課

○施工地名あ加美郡加美町字漆沢筒砂子地内外

○工事内容あ施工延長あＬ＝6,639ｍ

ああああああ 道路土工 一式

ああああああ 法面工 一式

ああああああ 舗装工 一式 外

○工ああ期あ議決の日の翌日～令和１５年３月３１日

工事委託変更契約の締結について（主要地方道仙台村田 

線菅生道路等改築工事） 

委 託 金 額●1,328,066,358円 → 1,741,299,045円 

契約の相手方●東日本高速道路株式会社 

●所管あ道路課



（３） 議第 87 号議案

（４） 議第 88 号議案

工事請負契約の締結について（渋井川水門設備工事） 

請 負 金 額●614,900,000円 

契約の相手方●小野田建設株式会社 

●所管あ河川課

○施工地名あ大崎市古川西荒井地内

○工事内容あ河川用水門設備

 プレートガーダ構造ローラゲート製作・据付 Ｎ＝２門 

電気設備 一式 外 

○工ああ期あ議決の日の翌日～令和６年３月２２日

工事請負契約の締結について（仙台南部地区特別支援学

校（仮称）校舎等新築工事） 

請 負 金 額●5,217,770,800円 

契約の相手方●前田・西武・阿部和特定建設工事共同企業 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa体 

●所管あ施設整備課

○施工地名あ仙台市太白区秋保町湯元字鹿乙地内

○工事内容あ校舎棟 ＲＣ造（一部ＳＲＣ造及びＳ造）４階

 延床面積 16,232㎡ 

生活訓練棟 Ｗ造平屋 

 延床面積 98㎡ 

屋外倉庫棟 Ｗ造平屋 

延床面積 38㎡ 外 

○工ああ期あ議決の日の翌日～令和５年１１月３０日



（５） 議第 89 号議案

（６） 議第 90 号議案

工事請負契約の締結について（仙台南部地区特別支援学

校（仮称）校舎等新築空調工事） 

請 負 金 額●779,847,200円 

契約の相手方●株式会社アトマックス 

●所管あ施設整備課

○施工地名あ仙台市太白区秋保町湯元字鹿乙地内

○工事内容あ空気調和設備，換気設備，自動制御設備 外

○工ああ期あ議決の日の翌日～令和５年１１月３０日

工事請負契約の締結について（仙台南部地区特別支援学

校（仮称）校舎等新築電気工事） 

請 負 金 額●475,310,000円 

契約の相手方●株式会社電気工事平間組 

●所管あ施設整備課

○施工地名あ仙台市太白区秋保町湯元字鹿乙地内

○工事内容あ電灯設備，動力設備，受変電設備，発電設備 外

○工ああ期あ議決の日の翌日～令和５年１１月３０日



（７） 議第 91 号議案

（８） 議第 92 号議案 工事請負変更契約の締結について（主要地方道気仙沼唐

桑線本町道路改築工事） 

請 負 金 額●1,127,500,000円 → 1,354,203,400円 

契約の相手方●株式会社小野良組 

●所管あ道路課

○議 決 日あ令和２年１０月２２日あ議第１５１号議案

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更

工事請負契約の締結について（仙台南部地区特別支援学

校（仮称）校舎等新築衛生工事） 

請 負 金 額●604,780,000円 

契約の相手方●株式会社ダイマル 

●所管あ施設整備課

○施工地名あ仙台市太白区秋保町湯元字鹿乙地内

○工事内容あ衛生器具設備，給水設備，排水設備，給湯設備 外

○工ああ期あ議決の日の翌日～令和５年１１月３０日



（９） 議第 93 号議案

（10） 議第 94 号議案

○議 決 日あ令和元年７月３日あ議第１３４号議案

○変 更 日あ令和２年１２月１６日あ議第２５１号議案

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更

工事請負変更契約の締結について（吉田川堤防等改良工

事） 

請 負 金 額●1,176,217,900円 → 1,164,682,200円 

契約の相手方●奥田建設株式会社 

●所管あ河川課

工事請負変更契約の締結について（吉田川堤防等改良工

事（その２）） 

請 負 金 額●670,758,000円 → 679,483,200円 

契約の相手方●株式会社橋本店 

●所管あ河川課

○議 決 日あ令和元年１２月１７日あ議第２１５号議案

○変 更 日あ令和３年３月１９日あ議第１２０号議案

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更



（11） 議第 95 号議案

（12） 議第 96 号議案

○議 決 日あ令和２年３月１７日あ議第９７号議案

○変 更 日あ令和３年３月１９日あ議第１２１号議案

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更

工事請負変更契約の締結について（吉田川護岸等改良工

事） 

○議 決 日あ令和２年３月１７日あ議第９８号議案

○変更の理由あ施工内容の変更等による請負金額の変更

請 負 金 額●579,700,000円 → 687,998,300円 

契約の相手方●株式会社橋本店 

●所管あ河川課

工事請負変更契約の締結について（吉田川堰
せき

等改良工事） 

請 負 金 額●684,955,700円 → 722,860,600円 

契約の相手方●株式会社橋本店 

●所管あ河川課



（13） 議第 97 号議案

（14） 議第 98 号議案

○議 決 日あ令和３年３月１９日あ議第１１８号議案

○変 更 日あ令和３年６月１５日提出あ報告第４７号

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更

令 和 ３ 年 度 市 町 村 受 益 負 担 金 に つ い て 

も令和３年度の障害防止対策，水利施設整備，農村防災施設整

備，農業農村整備(県営)，農業農村整備(国営)，農業農村整備

(県営災害復旧)，水産基盤整備，林道整備，急傾斜地崩壊対策，

空港整備，都市計画及び流域下水道の各事業に係る関係市町村

の受益負担金について，地方財政法等の定めるところにより，

議会の議決を受けようとするもの 

所管 農山漁村なりわい課，農村振興課，農村整備課，水

産業基盤整備課，林業振興課，防災砂防課，空港臨

空地域課，都市計画課，企業局 

工事請負変更契約の締結について（渋井川水門新築工事） 

請 負 金 額●1,390,988,500円 → 1,571,648,100円 

契約の相手方●小野田建設株式会社 

●所管あ河川課



（15） 議第 99 号議案 令和３年度市町村受益負担金の変更につい て 

も令和３年度の農業農村整備(国営)事業に係る関係市町村の受 

益負担金の変更について，土地改良法の定めるところにより， 

議会の議決を受けようとするもの 

所管 農村振興課 



Ⅲ 報告（２１件） 

（１） 報告第 １ 号

（２） 報告第 ２ 号

専決処分の報告について（宮城県船形の郷居住棟改築工

事の請負契約の変更） 

○議 決 日あ令和３年３月１９日あ議第１１６号議案

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更

○専決処分日あ令和４年１月１７日

請 負 金 額●1,177,000,000円 → 1,191,108,600円 

契約の相手方●株式会社橋本店 

専決処分の報告について（宮城県船形の郷活動棟等改築

工事の請負契約の変更） 

○議 決 日あ令和３年３月１９日あ議第１１７号議案

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更

○専決処分日あ令和４年１月１７日

請 負 金 額●690,800,000円 → 715,892,100円 

契約の相手方●奥田建設株式会社 



（３） 報告第 ３ 号

（４） 報告第 ４ 号 専決処分の報告について（波路上漁港防潮堤災害復旧及 

び新築工事の請負契約の変更） 

○議 決 日あ平成３０年２月１６日あ議第６８号議案

○一回目変更あ令和２年２月２１日提出あ報告第９号

○二回目変更あ令和２年１１月２５日提出あ報告第８８号

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更

○専決処分日あ令和４年１月２１日

請 負 金 額●1,891,619,600円 → 1,930,218,600円 

契約の相手方●株式会社阿部伊組 

専決処分の報告について（宮城県産業技術総合センター

試験棟新築工事の請負契約の変更） 

○議 決 日あ令和２年１０月２２日あ議第１５０号議案

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更

○専決処分日あ令和４年１月１７日

請 負 金 額●495,000,000円 → 511,902,600円 

契約の相手方●奥田建設株式会社 



（５） 報告第 ５ 号

（６） 報告第 ６ 号

専決処分の報告について（浦の浜漁港防潮堤等災害復旧 

工事の請負契約の変更） 

○議 決 日あ平成３０年９月１９日あ議第２０９号議案

○一回目変更あ平成３０年１１月２６日提出あ報告第１９６号

○二回目変更あ令和３年９月１日提出あ報告第５４号

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更

○専決処分日あ令和４年１月２１日

請 負 金 額●892,222,000円 → 909,713,100円 

契約の相手方●株式会社小野良組 

専決処分の報告について（波伝谷漁港防潮堤等災害復旧 

工事（その２）の請負契約の変更） 

）

○議 決 日あ平成３０年１１月２７日あ議第２６３号議案

○一回目変更あ令和２年２月２１日提出あ報告第１２号

○二回目変更あ令和３年２月２５日提出あ報告第４号

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更

○専決処分日あ令和４年１月２１日

請 負 金 額●1,924,203,500円 → 2,075,250,000円 

契約の相手方●津谷・青木あすなろ復旧・復興建設工事共 

同企業体 



（７） 報告第 ７ 号

（８） 報告第 ８ 号

専決処分の報告について（気仙沼漁港防潮堤新築及び鹿

折川護岸等災害復旧工事の請負契約の変更） 

請 負 金 額●1,753,317,900円 → 2,004,361,000円 

契約の相手方●株式会社小野良組 

専決処分の報告について（鮪立漁港防潮堤等災害復旧工

事（その２）の請負契約の変更） 

請 負 金 額●991,100,000円 → 1,095,190,800円 

契約の相手方●株式会社小野良組 

○議 決 日あ平成３１年２月１４日あ議第４４号議案

○変 更 日あ令和３年２月２５日提出あ報告第６号

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更

○専決処分日あ令和４年１月２１日

○議 決 日あ令和２年２月１４日あ議第５０号議案

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更

○専決処分日あ令和４年１月２１日



（９） 報告第 ９ 号

（10） 報告第 10 号 専決処分の報告について（一般県道石巻女川線浦宿橋（仮 

称）新設（上部工）工事の請負契約の変更） 

請 負 金 額●1,193,751,800円 → 1,214,875,100円 

契約の相手方●東日本コンクリート株式会社 

○議 決 日あ平成３０年２月１６日あ議第７６号議案

○変 更 日あ令和３年２月２５日提出あ報告第１０号

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更

○専決処分日あ令和３年１２月２１日

専決処分の報告について（水門・陸閘
こう

（漁港）遠隔監視

制御設備工事（その２）の請負契約の変更） 

請 負 金 額●1,320,436,700円 → 1,431,832,600円 

契約の相手方●富士通Ｊａｐａｎ株式会社 

○議 決 日あ令和２年２月１４日あ議第５３号議案

○変 更 日あ令和３年２月２５日提出あ報告第９号

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更

○専決処分日あ令和４年１月１４日



（11） 報告第 11 号

（12） 報告第 12 号 専決処分の報告について（一般国道３９８号雄勝１号橋 

（仮称）新設（上部工）工事の請負契約の変更） 

専決処分の報告について（一般県道石巻雄勝線真野道路 

改築工事の請負契約の変更） 

）

請 負 金 額●938,285,640円 → 1,042,683,300円 

契約の相手方●株式会社橋本店 

請 負 金 額●1,183,165,500円 → 1,191,555,200円 

契約の相手方●株式会社ＩＨＩインフラ建設 

○議 決 日あ平成３０年９月１９日あ議第２１０号議案

○一回目変更あ令和２年２月２１日提出あ報告第１７号

○二回目変更あ令和３年２月２５日提出あ報告第１１号

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更

○専決処分日あ令和３年１２月２３日

○議 決 日あ令和２年２月１４日あ議第５５号議案

○変 更 日あ令和３年９月１日提出あ報告第５５号

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更

○専決処分日あ令和３年１２月２３日



（13） 報告第 13 号

（14） 報告第 14 号 専決処分の報告について（面瀬川護岸等災害復旧工事（そ 

の２）の請負契約の変更） 

専決処分の報告について（一般県道釜谷大須雄勝線尾崎

道路災害復旧工事の請負契約の変更） 

○議 決 日あ令和３年６月１６日あ議第１６３号議案

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更

○専決処分日あ令和３年１２月２１日

請 負 金 額●1,483,302,160円 → 1,521,314,860円 

契約の相手方●株式会社小野良組 

請 負 金 額●666,710,000円 → 799,691,200円 

契約の相手方●株式会社マルテック 

○議 決 日あ平成３１年２月１４日あ議第４９号議案

○一回目変更あ令和２年６月１５日提出あ報告第５６号

○二回目変更あ令和３年９月１日提出あ報告第５７号

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更

○専決処分日あ令和４年１月１１日



（15） 報告第 15 号

（16） 報告第 16 号

専決処分の報告について（荒川護岸等改良工事の請負契 

約の変更） 

請 負 金 額●517,782,100円 → 517,783,200円 

契約の相手方●野口建設株式会社 

○議 決 日あ令和２年７月６日あ議第１２６号議案

○変 更 日 令和３年２月２５日提出あ報告第３１号

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更

○専決処分日あ令和４年１月１１日

専決処分の報告について（神山川等護岸等災害復旧工事

（その２）の請負契約の変更） 

請 負 金 額●517,567,600円 → 619,934,700円 

契約の相手方●株式会社鈴亀建設 

○議 決 日あ令和３年９月２日あ議第１９３号議案

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更

○専決処分日あ令和４年１月１１日



（17） 報告第 17 号

（18） 報告第 18 号

専決処分の報告について（水門・陸閘
こう

（港湾）遠隔監視 

制御設備工事（その２）の請負契約の変更） 

請 負 金 額●886,923,000円 → 848,154,600円 

契約の相手方●富士通Ｊａｐａｎ株式会社 

専決処分の報告について（仙台塩釜港仙台港区防潮堤建 

設工事（その４）の請負契約の変更） 

○議 決 日あ平成３０年１１月２７日あ議第２６７号議案

○一回目変更あ令和２年５月１４日提出あ報告第４８号

○二回目変更あ令和３年６月１５日提出あ報告第４８号

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更

○専決処分日あ令和３年１２月１６日

○議 決 日あ平成３１年２月１４日あ議第５０号議案

○一回目変更あ令和２年６月１５日提出あ報告第５７号

○二回目変更あ令和３年２月２５日提出あ報告第３３号

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更

○専決処分日あ令和３年１２月１７日

請 負 金 額あ1,572,080,800円 → 1,550,493,300円 

契約の相手方あ奥田建設株式会社 



（19） 報告第 19 号

（20） 報告第 20 号 専決処分の報告について（和解及び損害賠償の額の決定） 

も和解及び損害賠償の額の決定について，それぞれ専決処分し 

たので報告するもの 

○事故の状況

１ 件   数 あ ９件

２ 発   生 あ 平成３０年４月～令和３年１０月

３ 損 害 原 因 あ 県管理道路の損傷等

４ 損害賠償額 あ 1,926,206 円

５ 専決処分日 あ 令和３年１２月２７日～令和４年１月１２日 

専決処分の報告について（宮城県志津川高等学校屋内運

動場等改築工事の請負契約の変更） 

○議 決 日あ令和２年１２月１６日あ議第２４３号議案

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更

○専決処分日あ令和４年１月２８日

請 負 金 額●550,000,000円 → 586,240,600円 

契約の相手方 株式会社橋本店 



（21） 報告第 21 号 専決処分の報告について（交通事故に係る和解及び損害 

賠償の額の決定） 

交通事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について，それ 

ぞれ専決処分したので報告するもの 

○事故の状況

１ 件   数 あ １１件

２ 発   生 あ 令和３年７月～令和３年１１月

３ 損 害 内 容 あ 車両事故

４ 損害賠償額 あ 1,345,668 円

５ 専決処分日 あ 令和３年１２月２１日～令和４年１月２１日
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